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             紀美野町第４回定例会会議録 

             平成２６年１１月２８日（金曜日） 

 

○議事日程（第１号） 

 平成２６年１１月２８日（金）午前９時００分開議 

 第 １         会議録署名議員の指名について 

 第 ２         会期の決定について 

 第 ３         諸般の報告について 

 第 ４ 議案第１１２号 専決処分の承認を求めることについて 

            （平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）につい 

            て） 

 第 ５ 議案第１１３号 紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正す 

             る条例について 

 第 ６ 議案第１１４号 紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例に 

             について 

 第 ７ 議案第１１５号 紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条 

             例について 

 第 ８ 議案第１１６号 紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について 

 第 ９ 議案第１１７号 紀美野町税条例の一部を改正する条例について 

 第１０ 議案第１１８号 紀美野町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 第１１ 議案第１１９号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

             について 

 第１２ 議案第１２０号 和歌山県市町村総合事務組合規約の変更について 

 第１３ 議案第１２１号 指定管理者の指定について 

             （紀美野町セミナーハウス未来塾） 

 第１４ 議案第１２２号 指定管理者の指定について 

             （紀美野町山の家おいし） 

 第１５ 議案第１２３号 平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第６号）について 

 第１６ 議案第１２４号 平成２６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

             （第３号）について 
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 第１７ 議案第１２５号 平成２６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正 

             予算（第１号）について 

 第１８ 議案第１２６号 平成２６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

             １号）について 

 第１９ 議案第１２７号 平成２６年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第２ 

             号）について 

 第２０ 議案第１２８号 平成２６年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計 

             補正予算（第１号）について 

 第２１ 議案第１２９号 平成２６年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算 

             （第１号）について 

 第２２ 議案第１３０号 平成２６年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算 

             （第１号）について 

 第２３ 議案第１３１号 平成２６年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算 

             （第２号）について 

 第２４ 議案第１３２号 平成２６年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号）に 

             ついて 

――――――――――――――――――― 

○会議に付した事件 

 日程第１から日程第２４まで 

――――――――――――――――――― 

○議員定数 １４名 

――――――――――――――――――― 

○出席議員        議席番号   氏   名 

               １番 七良浴   光 君 

               ２番 町 田 富枝子 君 

               ３番 田 代 哲 郎 君 

               ４番 加 納 国 孝 君 

               ５番 北 道 勝 彦 君 

               ６番 向井中 洋 二 君 

               ７番 上 北 よしえ 君 
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               ８番 伊 都 堅 仁 君 

              １０番 松 尾 紘 紀 君 

              １１番 上 柏 睆 亮 君 

              １２番 美 野 勝 男 君 

              １３番 美 濃 良 和 君 

              １４番 小 椋 孝 一 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席議員 

               ９番 仲 尾 元 雄 君 

――――――――――――――――――― 

○説明のため出席したもの 

             職   名    氏   名 

            町 長 寺 本 光 嘉 君 

            副 町 長 小 川 裕 康 君 

            教 育 長 橋 戸 常 年 君 

            消 防 長 家 本   宏 君 

            総 務 課 長 牛 居 秀 行 君 

            企画管財課長 中 谷 嘉 夫 君 

            住 民 課 長 増 谷 守 哉 君 

            税 務 課 長 西 岡 秀 育 君 

            保健福祉課長 宮 阪   学 君 

            産 業 課 長 大 窪 茂 男 君 

            建 設 課 長 山 本 広 幸 君 

            総務学事課長兼 

            教 育 次 長 
中 尾 隆 司 君 

            生涯学習課長 岩 田 貞 二 君 

            会 計 管 理 者 西 切 博 充 君 

            水 道 課 長 中 村 公 彦 君 

            地籍調査課長 尾 花 延 弥 君 

            美 里 支 所 長 西   敏 明 君 
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            国体推進課長 南   秀 秋 君 

            代表監査委員 向 江 信 夫 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席したもの 

             な し 

――――――――――――――――――― 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 大 東 淳 悟 君 

            書 記 中 谷 典 代 君  
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 開 会 

○議長（小椋孝一君）    規定の定足数に達しておりますので、ただいまから平成２

６年第４回紀美野町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時２０分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（小椋孝一君）    これから本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、１２番、美野勝

男君、１３番、美濃良和君を指名します。 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  議会運営委員長から審査結果の報告を願います。 

  議会運営委員長、美野勝男君。 

（議会運営委員長 美野勝男君 登壇） 

○議会運営委員長（美野勝男君）    去る１１月１９日及び１１月２８日、議会運営

委員会を開催いたしましたので、その結果について御報告いたします。 

  会期は、本日から１２月１６日までの１９日間とし、再開日は９日、１２日及び１６

日と決定しました。 

  議事日程につきましては、配付しております議事予定日程表のとおりであります。 

  次に、一般質問の通告は１２月３日（水曜日）の午後３時までといたします。 

  次に、全員協議会につきましては、本日、本会議終了後、開催したいと思います。 

  次に、総務文教常任委員会を１２月４日（木曜日）午前９時３０分から、産業建設常

任委員会は１２月５日（金曜日）午前９時３０分から開催したいと思います。 

  次に、広報編集委員会を１２月１２日、本会議終了後、開催したいと思います。 

  なお、議事の進行上、日程を順次繰り延べる場合もありますので、よろしくお願いし

ます。 

  以上で、報告を終わります。 

（議会運営委員長 美野勝男君 降壇） 
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○議長（小椋孝一君）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり、本日から１２月１６日までの１９日間に

したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は、本日から１２月１６日までの１９日間と決定しまし

た。 

◎日程第３ 諸般の報告について 

○議長（小椋孝一君）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員より、例月出納検査結果に関する報告、教育委員会より平成２５年度事務事

業分、事務執行状況点検評価報告書が提出されております。 

  お手元に配付のとおりでありますので、御了承願います。 

  今期、定例会までに受理した請願は、お手元に配付のとおりであります。請願第１号

は、産業建設常任委員会に付託しましたので、報告します。 

  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長より行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    皆さん、おはようございます。 

  それでは、開会に当たりまして、一言御挨拶並びにその後の行政報告を申し上げます。 

  本日、紀美野町議会第４回定例会を招集いたしましたところ、議員各位を初め関係者

の皆様方におかれましては、何かと御多忙中にもかかわりませず、御出席を賜り、開会

の運びとなりましたことに対し、心よりお礼を申し上げたいと思います。 

  さて、過日開催をいたしました「紀美野町農林商工祭り・柿の市」では、たくさんの

方々の御協力によりまして、多くのお客様でにぎわいました。早いもので、ことしで９

回目を迎えることができました。これもひとえに関係者の皆様や議会議員各位の御協力

とお力添えのたまものと感謝をいたしております。 

  また今月の５日、６日にわたりまして東京の多摩青果並びに東京都昭島市の量販店に

おきまして柿のトップセールスを行ってきたところでございますが、今後におきまして
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も引き続き農林商工業の発展に力を注いでまいりたいと考えておりますので、さらなる

御指導、御鞭撻のほどお願いを申し上げます。 

  また、ことしの夏には３つの１１号、１８号、１９号の台風が襲来し、全国各地で大

きな被害が出ましたが、町民の皆様方の御協力のおかげをもって、当町におきましては

人的被害を回避することができました。しかしながら１０月２８日には、南海、東南海、

東海、３連動地震及び南海トラフの巨大地震の被害想定が県より発表され、特に県内の

沿岸地域において甚大な被害が想定されております。 

  また今月２２日には長野県北部で震度６弱の地震があり、住宅１００棟近くが倒壊し、

４０人余りの方々が負傷するなど被害が出ております。今後におきましても町民や議員

各位の御理解と御協力のもと、引き続き緊張感を持って防災・減災に努めてまいります。 

  次に報告事項といたしまして、昨年７月から着工いたしました五色台聖苑増築工事が

完成し、去る１０月２７日に無事竣工式を終え、今月から供用開始することができまし

た。このことによりまして、海南市、紀の川市、紀美野町の重要な懸案事項の一つであ

りました生活環境基盤のさらなる充実が図られました。これもひとえに地元地域の皆様

や地権者を初め議会議員各位の深い御理解と御協力のたまものと厚く感謝申し上げる次

第でございます。 

  次に、先月１０月１７日から２１日にかけて開催されました長崎国体のホッケー競技

では、当町の職員も参加しております和歌山県代表チームが３位となっております。国

体推進課も現地視察を行うなど、来年１０月上旬に当町で開催されます紀の国和歌山国

体・ホッケー競技に向けまして、万全の態勢で取り組んでいるところでございます。 

  さて、国では第２次安倍内閣が７月期から９月期にかけてのＧＤＰの第一次速報値の

結果を受け、来年１０月に予定されていた消費税の増税を１年半先送ることとし、アベ

ノミクスに対する国民の審判を受けるべく、去る１１月２１日に衆議院を解散いたしま

した。 

  本年４月の消費税の増税から半年余りが経過する中で、地方では景気の回復は依然と

しておくれている状況であります。来年１０月の消費税の増税の先送りにつきましても、

景気状況を見きわめた上での判断であったと思いますが、景気の腰折れがないよう、ま

た景気の落ち込みを防ぐための経済対策等を積極的に国の政策に盛り込まれるよう、強

く願うものであります。 

  さて、今期定例会に上程している案件は、議案第１１２号から議案第１３２号までの
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２１件であります。専決処分の承認を求める案件が１件、条例の一部改正に係る案件が

７件、和歌山県市町村総合事務組合規約の変更についての案件が１件、指定管理者の指

定に関する案件が２件、平成２６年度紀美野町一般会計及び特別会計の補正予算に係る

案件が１０件であります。 

  一般会計補正予算関連につきましては、主なものといたしまして、国の人事院及び県

の人事委員会勧告に基づき、給与等の改定分を計上しております。 

  また、野上区域塵埃処理場整備工事として２０６万６,０００円の増額補正をして、

今年度で整備工事を終えたいと思っております。また、県が実施する災害緊急崖崩れ対

策事業に対する負担金として２４５万円、スクールバスの買い替え費用として３４５万

７,０００円、長谷毛原中学校において使用するスポーツ活動用備品の購入費として７

５万円などを計上しております。そのほか町財政の健全化を図るべく、地方債の元金の

一部を繰り上げ償還するため、３億１,８８９万７,０００円を計上しております。この

後、担当課長より詳しく御説明申し上げますので、十分御審議の上、原案どおり御可決

くださいますようお願いをいたしまして、御挨拶並びに行政報告とさせていただきます。

ありがとうございました。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、過日、総務文教・産業建設両常任委員会が県外の所

管事務調査を行っていますので、委員長から調査結果について報告願います。 

  総務文教常任委員長、伊都堅仁君。 

（総務文教常任委員長 伊都堅仁君 登壇） 

○総務文教常任委員長（伊都堅仁君）    去る１０月３０日から３１日の２日間、総

務文教常任委員会、所管事務調査を大分県豊後高田市及び福岡県篠栗町において実施い

たしました結果について報告します。 

  昨年に引き続き九州を選択しましたが、それは基本政策は国の指導に基づく全国的に

同様のものでありますが、それを補完するそれぞれの自治体の独自の政策に創意工夫さ

れたものが多いということが最大の理由であります。当然それぞれが地域の実情を考え

絞り出したもので、そのまま活用することは難しい面もありますが、参考にはしなけれ

ばならないと考えております。 

  １０月３０日豊後高田市、昭和３０年約４万７,０００人あった市の人口は、６０年

後の現在約２万３,５００人と半減してしまっており、その歯どめが市の最大のテーマ
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となっていました。ここ数年前から人口が増加に転じ、市の施策の成果が実りつつある

ように感じました。その政策の幾つかを紹介します。 

  １つには、農業人口の減少を食いとめるための就農支援、農業研修などを行っていま

す。２つ目には、昭和の町の観光化・活性化、平成１０年ごろ、人より犬や猫のほうが

多いと言われた市の８つの商店街を年間約２０万人が訪れる観光スポットに変身させる

ことに成功していますが、そのために市は米蔵を買い取って核になる「昭和ロマン蔵」

をつくったり、商店街の看板を変えたりボンネットバスを導入するなどによってそれを

支えています。３つ目には定住支援。詳細は産業建設常任委員長から報告があると思い

ますが、住宅政策、宅地政策、婚活、アグリチャレンジ支援を管轄する地域活力創造課

が意欲的な取り組みを行っているのが印象的でありました。４つ目が本題の教育施策と

いうことでありますが、豊後高田市の独自の教育政策である「学びの２１世紀塾」の詳

細を申し上げます。 

  「学びの２１世紀塾」は、子供たちに確かな学力の定着や体力づくりの機会を提供し、

子供の境遇に関係なく全ての子供に学習機会を平等に保障し、あらゆる格差をなくして

いくことを目的に開塾されているということで、内容については、１つ目にはいきいき

寺子屋活動事業、２つ目がわくわく体験活動事業、３つ目がのびのび放課後活動事業、

その３つに分類されています。 

  いきいき寺子屋活動事業は子供の知識を学ばせる一般的な勉強の場を与えるもので、

全体で７２講座、１４８教室、塾生数が２,７４０人、指導者１５７人、ボランティア

２２９人という体制で行われ、内容は、①土曜日講座、これは事業の中核をなすもので、

毎月第１・第３・第５土曜日に１８会場で、それぞれ５歳児、小学生、中学生を対象に

内容的には算数、数学、国語などの教科の復習、英会話、パソコン、そろばん、合唱な

どとなっています。 

  ２つ目が水曜日講座。これは中学生の数学と英語を正規授業の補足として行っている

ものであります。 

  ３つ目には中学３年生の夏季・冬季特別講座。夏休み、冬休みに受験のための補習を

行うものであります。 

  ４つ目には寺子屋昭和館、寺子屋プラチナ館、これは毎週平日の４日間、小学４年生

以上を対象に宿題等の学習支援を行うものであります。 

  ５つ目は、テレビ寺子屋講座。毎週水木土日にケーブルテレビで放映。小学生を対象
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に英会話、国語、算数、数学、英語、理科、社会の講座を行っています。また、そのＤ

ＶＤを作成して配布しているということでありました。 

  ２つ目のわくわく体験活動事業ですが、これは１つ目には週末の子供の育成活動、日

ごろできないような物づくり、料理教室、太鼓教室、スポーツ・レクリエーション教室、

環境美化教室等の大人と子供が触れ合いながら行う体験活動的な事業、放課後児童クラ

ブと合同で活動し、子供の健やかで安全な居場所をつくるのが目的であります。 

  その２つ目がステップアップスクール。子供の自主性や協調性、思いやりの心を培い、

心豊かでたくましく生きる力を養うとともに、家庭や社会の大切さを実感する機会を提

供し、あわせて保護者にも今後の家庭教育を見直す機会を提供することを目的とするも

ので、具体的には青少年の家で伸び伸び３泊４日の丸ごと熱中体験事業として行ってい

ます。 

  ３つ目ののびのび放課後活動事業はスポーツ教育のための事業で、１つには、年間の

活動計画や報告を共有することで、スポーツ活動と学習活動の両立を図る取り組みを進

める。 

  ２つ目には、スポーツ少年団を中心とする小学生の所属する各団体、これは３１団体

ですけども、用具等購入のための費用を支給し、振興を図る。 

  ３つ目には、市ホームページでケーブルネットワークでの団体紹介などの活動支援を

行う。以上が柱となっています。 

  登録団体は１７競技、３１団体、塾生５７５人、指導者１０３人ということでありま

した。なお、それぞれの事業の講師、指導者については地元の教育経験者や塾の講師、

小学生には高校生が教えるなど、地域の人材活用で対応されていました。 

  事業費については全体で約１,５９６万円、事業別支出については、いきいき寺子屋

活動事業に１,３４２万円、わくわく体験事業費として２０５万円、のびのび活動事業

費として４９万円、また内訳としては講師の謝礼金が５５％、教材などの需用費が１

９％、事務局費が１７％、その他９％とのことでした。 

  成果について質問しましたが、学校教育課の田中課長からは、事業自体が大きな成果

を上げている実感はないが、教員が正規授業を研究して見直したり工夫したりすること

によって、また子供たちも学習に対する気持ちの持ち方が変わったりして、全体的なレ

ベルの底上げにつながっている。事業開始前には学力が県内最低レベルであったが、今

は常に最高レベルを維持しているということでありました。 
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  単独事業としては予算的にも大きく内容も多岐にわたっていますが、原点はゆとり教

育後の土曜日の教育をどうするかということから始まっております。その点については

当町としても参考にする余地は十分あるのではないかというふうに考えています。 

  次に、１０月３０日、福岡市の東隣、篠栗町において、介護予防、介護ボランティア

に関しての町独自の取り組みについて研修いたしました。 

  国の定める介護予防は、あくまでも要支援者が要介護者にならないように重度化を防

止するための制度でありますが、篠栗町ではこれを第３次予防として位置づけています。 

  第１次予防は健常高齢者向けに、運動コースとして５月から９月までの間、月二、三

回６５歳以上を対象にいきいきセミナーを実施し、またその卒業者を対象にオアシス歩

こう会を週１回実施しています。音楽活動コースとして週２回のキーボード教室、さら

には週２回のオアシス音楽サロンを実施しています。また、７５歳以上を対象とした健

康クラブも月２回行っています。 

  第２次予防は特定高齢者、認定はされていませんが心身が虚弱化しつつある人を対象

に週２回のはつらつセミナー、週１回のわくわくセミナーを実施しています。内容的に

は運動機能を向上させるための体操や訓練などであります。 

  次に、介護ボランティアについては、あくまでも健康な高齢者が対象です。活動の意

思がある人は、まず健康課の窓口で登録を行います。次に、社会福祉協議会でボランテ

ィア講座、各施設で実習を受け、ボランティアとして認定されます。活動については、

町の事業である第１次予防、第２次予防の手伝い、老人ホームやグループホーム入所者

への散歩、外出及び館内移動の補助、話し相手、レクリエーションの指導や参加支援、

イベントの手伝いなどを行っているものです。また活動にはポイントが加算される仕組

みで、１時間に１００ポイント、１日に２時間まで、年間５,０００ポイントまでとな

っています。ポイントとは、１ポイント１円で換金することができ、例年８０％から８

５％の換金率となっています。 

  篠栗町の人口は男性が１万５,３３６人、女性１万６,２０１人、計３万１,５３７人、

このうち６５歳以上は男性２,７９６人、女性３,７４１人、計６,５３７人で高齢化率

は２０.７％、これに対しボランティアは男性２２人、女性１１６人、計１３８人とな

っています。ボランティアの人数は年々増加しており、事業が定着していることがうか

がえました。 

  今後の課題としては、７０歳以下の若いボランティアの増加を図ること、買い物支援
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の要望の応えていくことなどが挙げられていました。 

  介護ボランティア交付金の予算は約６８万円、決算は昨年度で約３７万円とのことで

あります。 

  篠栗町介護予防、介護ボランティアについては以上であります。 

  このたびの２カ所の所管事務調査は、国の政策の弱いところ、不十分なところを自治

体が自前の政策で補おうとするものですが、国の政策には予算がついていますが、自前

の政策はまずそのことから考えなければなりません。予算が十分でない分を地域の人の

力、マンパワーで補って政策を実現していることに最も感銘を受けました。 

  国の地方分権の考え方や財政状況を見れば、今後ますます自治体の自主政策の必要性

は大きくなっていくであろうというふうに考えます。当町においてもそれについては十

分考慮し検討していかなければならないことを申し上げ、平成２６年度県外所管事務調

査総務文教常任委員長報告を終わります。以上です。 

（総務文教常任委員長 伊都堅仁君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    続いて産業建設常任委員長、向井中洋二君。 

（産業建設常任委員長 向井中洋二君 登壇） 

○産業建設常任委員長（向井中洋二君）    去る１０月３０日から３１日の２日間、

産業建設常任委員会、所管事務調査を大分県豊後高田市及び福岡県朝倉市において実施

いたしました結果について報告します。 

  まず３０日、大分県豊後高田市において、「昭和の町」の取り組み及び「定住支援制

度」について研修を行いました。 

  大分県北部の国東半島から北西部に位置し、周防灘に面する豊後高田市は、大分市ま

で約６０キロ、北九州市まで約９０キロの位置にあり、人口約２万３,０００人の面積

約２０６平方キロメートルで、市内全域が過疎地域に指定されていて、高齢化率３５％、

国調人口での昭和３５年から平成２２年までは１万９,４７５人、年平均３９０人の減

少で、平成１２年から平成２２年までの１０年間では、約２,３００人の人口減となっ

ていて、人口減対策にとても力を入れている市でありました。 

  「昭和の町」は、豊後高田市の中心部商店街が昭和４０年までに国東半島で最も栄え

た商店街であったが、その後、大型店郊外への出店や過疎化のため衰退し、近年では犬

と猫しか通らないと言われるほど寂れた状態となっていたものを、この商店街ににぎわ

いを取り戻すために平成１３年から始めたまちおこしで、衰退のため建てかえが進まず
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昭和３０年以前の古い建物が約７割も残っていることを逆手にとって、中心商店街に昭

和３０年代の町並みを再現したものでありました。 

  この昭和の姿のまま時代に取り残された商店街の活性化に観光振興という新しい要素

を加え、交流人口の増加に商店街の活性化を図ろうという「商業と観光の一体的振興

策」である「豊後高田昭和の町」の取り組みが平成１３年度よりスタートし、中心市街

地の店舗に昭和の店の再生が始まりました。 

  昭和の町の取り組みについて、４つの再生テーマがありました。１つ目に昭和の建築

の再生、２つ目、昭和の歴史の再生、３つ目に昭和の商人の再生、４つ目に昭和の商品

の再生という４つの再生テーマを軸に商店街の魅力アップを図っていました。 

  この４つの再生に取り組む商店を商工会議所がコーディネートし、「昭和の店」とし

て認定、それに市が支援をするという形で、商工会議所、商業者、行政の三位一体で取

り組まれていました。そして平成１７年から第三セクター方式で豊後高田市観光まちづ

くり株式会社が設立され、現在では四者一体で取り組まれていました。 

  この取り組みと並行して、昭和の町の観光拠点整備に着手、中心市街地にあった農業

倉庫を改修して「昭和ロマン蔵」を整備し、その目玉となる施設におもちゃコレクター

を館長に招き、昭和のロマン蔵東蔵にコレクション５万点を展示した「駄菓子屋夢博物

館」を初め「昭和の絵本美術館」、昭和の体験施設「昭和の夢町三丁目館」、レストラ

ン「旬彩南蔵」をオープンしておりました。 

  平成１３年に９軒の商店が昭和３０年代をイメージした外観に戻したことから始まり、

平成１８年には３８店に広がりを見せ、商店街の取り組みと合わせ観光の拠点が完成し

ました。「商業と観光の一体的振興」を目標に掲げ、地方都市再生の成功例として全国

から注目されているこの事業は、とても興味のあるものでした。 

  次に、豊後高田市の定住支援関連についてでありますが、昭和２５年には５万人あっ

た人口が、平成１７年の合併時には２万５,０００人強となっていました。合併後も

年々減少し、現在では２万３,０００人を割るところまで来ていて、市は人口減に対し

ての強い危機感から、将来にわたって持続的に発展していくため移住者をふやし、市と

して３万人を目指す取り組みを最重要政策と位置づけていました。 

  若者を呼び込むための多彩な支援を進めると同時に、全国で注目を集める「学びの２

１世紀塾」等の教育、子育て施策を推進し、安心して子供を産み、育てやすい環境基盤

を強化していました。 
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  その結果、平成２５年度には転出者と転入者が同数になり、住みたい田舎日本一、２

６年度も第３位にランクされているとのことでした。 

  市は、定住支援関連事業について「定住ガイドブック」という冊子を作成し、「定

住・住まい」関係のほか子育て、保険、教育、暮らし、農業・就労・商業の６つの分野、

約１００項目の支援事業を紹介し、田舎暮らしのガイドブックとして活用していました。 

  例えば、住まい・定住の関係分野には、空き家バンク制度の実施、空き家リフォーム

事業、定住促進空き家活用住宅、新婚さん応援住宅、田舎暮らしのすすめ、期間を決め

たお試し住宅の取り組み、体験ツアーの実施、就労・就農支援、移住者の懇話会の実施、

住宅団地の整備、婚活事業、ツキイチコンパと称し月に１回は開催しているなど、定

住・住まい関係という一つの分野の中でも２０以上の事業が実施されていました。 

  平成２５年度移住支援事業を活用して豊後高田市に移住した人数は、１２０世帯２３

６人とのことで、ことし９月末現在では、転入者が転出者を上回り、市の人口は８４人

増となっていて、人口減に歯どめがかかっている状況であるとのことでした。 

  市は、まちづくりの柱の一つに人口対策を挙げ、移住政策についてありとあらゆる方

面から手を打っていました。その担当課の地域活力創造課という名前からも、その姿勢

がうかがわれました。 

  次に３１日、朝倉市で三連水車の里「あさくら」という農産物直売所で、新鮮農産物

とスローフード、食の安心・安全にこだわった朝倉の農産物についてのテーマで研修を

行いました。 

  朝倉市は、福岡市の東に位置し、福岡市から車で約１時間、人口約５万６,０００人、

面積約２４６平方キロメートル、平成１８年の３月には旧甘木市、朝倉町、杷木町が合

併してできた市です。 

  三連水車の里「あさくら」は、福岡市から大分県に通ずる幹線、国道３８６号に面し

てつくられていて、通行料も非常に多く、駐車場は２３８台のうち大型車も９台とめら

れる。全体敷地面積は約３万２,０００平方メートル、交流館延べ床面積１,１９１平方

メートルのうち直売所の売り場は２９６.４平方メートルで、平成１６年度から２０年

度村づくり交付金、国５０％、県１５％、市・地元が３５％、補助対象事業費６億４９

９万１,０００円、合併市町村推進体制整備費補助金３億１,９８６万３,０００円、そ

の他の単独費３億９１１万７,０００円、計１２億３,３９７万円の事業費とのことでし

た。 
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  平成１９年４月にオープン。都市と農村の交流を促進する拠点として、交流人口の拡

大による需要拡大及びこれに供給する交流産業づくり、安全安心な食材の生産及び供給

を通じた農村文化の再生によって、地域経済の再生及び地域活性化を図る目的で設置さ

れていました。 

  運営体制は、朝倉市２,５００万円、ＪＡ筑前あさくら５００万円、朝倉市商工会５

００万円、三連水車の里持ち株会５００万円を第三セクター株式会社三連水車の里あさ

くらへ出資、市より指定管理者として委託を受けて管理運営をして、三連水車の里あさ

くら出荷組合から出荷された農産物を三連水車の里あさくら直売所で販売していました。 

  農産物直売所では、野菜・果物はもちろん手づくりのお弁当、総菜、パン、和菓子が

豊富に出荷され、年間を通じて季節を感じられる野菜・フルーツの販売がされていまし

た。直売所館内にはスタッフ手づくりのレシピも用意されていて、また野菜・フルーツ

の宅配も行っており、大切な方への贈り物としても利用できるとのことでありました。 

  主な農産物としては、博多万能ネギ、キュウリ、柿、梨等で、直売所での農産物販売

額は、野菜類約１億６,０００万円、果樹類約１億４,０００万円、計約３億円の販売実

績があるとのことでした。 

  入場客数は毎年約１００万人で、レジ通過者は平成２５年度で約５５万７,０００人、

売上実績は約６億６,０００万円とのことでありました。 

  今後の取り組みとして、主力購買層である福岡市圏から来訪者にアピールできる商品

構成、イベントの開催等に力を入れ、特に試食販売等に力を入れることで生産者と来訪

者が直接触れ合う機会をふやし、「直売所らしさ」を打ち出していくことで、また従来

から取り組んでいる自然環境学習事業に再生可能エネルギーを加えることで地球温暖化

防止やクリーンエネルギーへの理解を普及啓発していくとともに、農産物のみでない電

力の地産地消モデル施設としてＰＲを行っていきたいとのことで、また今後はＥＶ充電

スタンドを活用して、電気自動車を用いた地元高齢者出荷者向けの集荷などを検討して

いきたいとのことでありました。 

  当町の道の駅計画についてもとても参考になる施設でありました。 

  以上、両市とも当町の定住支援・農業・まちおこし等に関する今後の施策や取り組み

等に参考になるものがたくさんあり、非常に有意義な調査でありました。 

  これで、委員長報告を終わります。 

（産業建設常任委員長 向井中洋二君 降壇） 
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○議長（小椋孝一君）    次に、一般質問の通告は１２月３日、午後３時までに提出

願います。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

◎日程第４ 議案第１１２号 専決処分の承認を求めることについて 

             （平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）につい 

             て） 

○議長（小椋孝一君）    日程第４、議案第１１２号、専決処分の承認を求めること

について（平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）について）、議題としま

す。 

  説明を願います。総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    議案書の１ページをお開きください。 

  議案第１１２号、専決処分の承認を求めることについて。 

  平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承

認を求める。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

  次のページをごらんください。２ページでございます。 

  専決処分書でございます。 

  平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により別紙のとおり専決処分する。 

                  平成２６年１１月２１日 紀美野町長 寺本光嘉 

  理由でございます。 

  衆議院議員総選挙の事務執行に伴い、所要の補正を行う必要が生じたためでございま

す。 

  次のページ、３ページをお開きください。 

  平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）。 

  平成２６年度紀美野町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 
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  （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,１００万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７５億５,５１２万８,０００円とする。 

   ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２６年１１月２１日 紀美野町長 寺本光嘉 

  議案書の９ページをお開きください。 

  まず、歳出から説明させていただきます。 

  ２款総務費、４項、４目、衆議院議員総選挙費で１,１００万円の補正でございます。

内訳につきましては、１節報酬で７６万円、これにつきましては投票立会人等の報酬で

ございます。３節職員手当等で４７９万９,０００円の計上でございます。これは選挙

事務に携わる職員の時間外勤務手当でございます。７節賃金、２８万６,０００円、８

節報償費で１万１,０００円の計上です。これにつきましてはポスター掲示等個人の土

地を借りなければなりませんので、それに伴う謝礼でございます。１１カ所分でござい

ます。１件１,０００円でございます。１１節需用費３３０万６,０００円、１２節役務

費で７９万１,０００円、１３節委託料で８２万３,０００円、１４節使用料及び賃借料

で１５万４,０００円、１６節原材料費で５万円、１８節備品購入費で２万円の予算計

上となってございます。 

  次に１ページ戻ってください。８ページでございます。 

  歳入です。 

  １４款国庫支出金、３項、１目総務費国庫委託金で、ただいま歳出の説明で申し上げ

ました衆議院議員総選挙に係る費用１,１００万円の全額を国から衆議院総選挙事務執

行委託金としていただくものでございます。 

  以上、簡単でございますが、議案第１１２号の説明とさせていただきます。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第５ 議案第１１３号 紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正 

              する条例について 

◎日程第６ 議案第１１４号 紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例 

              について 

◎日程第７ 議案第１１５号 紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する 
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              条例について 

◎日程第８ 議案第１１６号 紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第５、議案第１１３号、紀美野町議会の議員報酬及び

費用弁償等条例の一部を改正する条例について、日程第６、議案第１１４号、紀美野町

長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例について、日程第７、議案第１１５号、

紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条例について及び日程第８、

議案第１１６号、紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について、一括議題とし

ます。 

  説明を願います。総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    議案書の１０ページをお開きください。 

  議案第１１３号、紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正する条例

について。 

  紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を次のとおり改正したいので、地

方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  人事院の職員給与の改正に関する勧告に伴い、国家公務員の一般職の給与に関する法

律が改正されたことに準じ、紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の改正を行う

ものでございます。 

  次のページをお開きください。１１ページでございます。 

  紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正する条例でございます。お

手元の新旧対照表では１ページから２ページをごらんください。 

  第１条 紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の１５５」を「１００分の１７０」に改める。これにつき

ましては、本年１２月に支給する期末手当に係る支給割合の改正でございます。 

  次に第２条 紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を次のように改正す

る。 

  第６条第２項中「１００分の１４０」を「１００分の１４７.５」に、「１００分の

１７０」を「１００分の１６２.５」に改める。これにつきましては、平成２７年度以
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降において、６月期と１２月期に支給する期末手当に係る支給割合の改正でございます。

結果といたしまして、この改正により年間０.１５カ月分期末手当が上がることとなり

ます。つまり現行では期末手当が年間２.９５カ月分支給されておりますが、これが改

正後は３.１０カ月分となります。 

  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は

平成２７年４月１日から施行するとなっております。 

  以上、簡単でございますが、議案第１１３号の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の１２ページでございます。 

  議案第１１４号、紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法

第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  人事院の職員給与の改正に関する勧告に伴い、国家公務員の一般職の給与に関する法

律が改正されたことに準じ、紀美野町長及び副町長の給与等条例の改正を行うものでご

ざいます。 

  次のページをお開きください。１３ページです。 

  紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例でございます。お手元の新

旧対照表では３ページから４ページをごらんください。 

  第１条 紀美野長及び副町長の給与等条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項ただし書中「１００分の１５５」を「１００分の１７０」に改める。こ

れにつきましては、本年１２月に支払う期末手当に係る支給割合の改正でございます。 

  次に第２条 紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項ただし書中「１００分の１４０」を「１００分の１４７.５」に、「１

００分の１７０」を「１００分の１６２.５」に改める。これにつきましては、平成２

７年度以降において６月期と１２月期に支給される期末手当の支給割合の改正でござい

ます。結果といたしまして、先ほどの議案でも説明したとおり、同じでございますが、

０.１５カ月分期末手当が上がり、結果として２.９５カ月分が３.１０カ月分となるも

のでございます。 

  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は
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平成２７年４月１日から施行するとなってございます。 

  以上、簡単でございますが、議案第１１４号の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の１４ページでございます。 

  議案第１１５号、紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条例につ

いて。 

  紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自

治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  人事院の職員給与の改正に関する勧告に伴い、国家公務員の一般職の給与に関する法

律が改正されたことに準じ、紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の改正を行うもの

でございます。 

  次のページをお開きください。１５ページでございます。 

  紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条例でございます。お手元

の新旧対照表では５ページから６ページをごらんいただきたいと思います。 

  第１条 紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項ただし書中「１００分の１５５」を「１００分の１７０」に改める。こ

れにつきましては、本年１２月に支給する期末手当に係る支給割合の改正でございます。 

  次に第２条 紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項ただし書中「１００分の１４０」を「１００分の１４７.５」に、「１

００分の１７０」を「１００分の１６２.５」に改めます。これにつきましては、平成

２７年度以降においての６月期と１２月期に支払う期末手当の支給割合の改正でござい

ます。この改正につきましても、２.９５カ月分が３.１０カ月分となる改正でございま

す。 

  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は

平成２７年４月１日から施行するとなってございます。 

  以上、簡単でございますが、議案第１１５号の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の１６ページをお開きください。 

  議案第１１６号、紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町職員給与条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１
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項の規定により議会の議決と求める。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  人事院の職員給与の改正に関する勧告に伴い、国家公務員の一般職の給与に関する法

律が改正されたことに準じ、紀美野町職員給与条例の改正を行うものでございます。 

  次のページをお開きください。 

  紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例でございます。お手元の新旧対照表では

７ページから４７ページをごらんいただきたいと思います。 

  本件につきましては、人事院より国家公務員の俸給月額及び勤勉手当の改善に関する

勧告を受け、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律が改正されました。また、

県人事委員会による勧告もあり、これに準じ条例の改正をお願いするものでございます。 

  改正内容でございますが、まず改正条例第１条について御説明申し上げます。勤勉手

当について規定してございます第２３条第２項第１号中の改正につきましては、１２月

期の支給割合を再任用職員以外の職員については「１００分の６７.５」を「１００分

の８２.５」に、ただし、職務の級が５級以上の特定幹部職員につきましては「１００

分の８７.５」を「１００分の１０２.５」に、再任用職員につきましては「１００分の

３２.５」を「１００分の３７.５」に、ただし再任用の職務の級が５級以上の特定幹部

職員につきましては「１００分の４２.５」を「１００分の４７.５」にそれぞれ改める

ものでございます。 

  次に、初任給若年層に重点を置き、給料月額の引き上げを行うため、別表第１、別表

第２及び別表第３を改正してございます。別表につきましては１７ページから２７ペー

ジに掲載してございますので、御高覧賜りたいと存じます。 

  続きまして、２７ページをお開きください。 

  改正条例第２条につきまして御説明申し上げます。 

  勤勉手当について規定してございます第２３条第２項第１号中の改正につきましては、

国におきましては平成２７年度以降において６月期と１２月期の支給割合が均等になる

ように配分するとされておるため、これに準じ再任用職員以外の職員については「１０

０分の８２.５」を「１００分の７５」に、ただし職務の級が５級以上の特定幹部職員

につきましては「１００分の１０２.５」を「１００分の９５」に、再任用職員につき

ましては「１００分の３７.５」を「１００分の３５」に、ただし職務の級が５級以上
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の特定幹部職員につきましては「１００分の４７.５」を「１００分の４５」にそれぞ

れ改めるものでございます。 

  次に、管理職員特別勤務手当について規定してございます第２４条の改正につきまし

ては、第２項に、管理監督する職員が災害への対処等臨時・緊急の必要やむを得ず平日

深夜、これは０時から午前５時までの間でございますが、に勤務した場合に管理職員特

別勤務手当を支給するとしたものでございます。金額につきましては、第３項で規定す

るものでございます。 

  次に、地域の民間給与水準を踏まえ、平成２７年４月１日から俸給表の水準を平均

２％引き下げを行うため、別表第１及び別表第２を改正してございます。別表につきま

しては２８ページから３５ページにわたり掲載してございますので、御高覧賜りたいと

存じます。 

  議案書の３５ページをお願いいたします。 

  附則につきましての御説明を申し上げます。 

  第１条では、この条例は、公布の日から施行するものでございますが、改正条例第２

条、附則第４条及び第５条の規定につきましては平成２７年４月１日から施行しようと

するものでございます。また、適用区分といたしまして、改正条例第１条の規定による

改正後の給料月額につきましては、平成２６年４月１日から適用しようとするものでご

ざいます。 

  次に、第２条では、平成２６年４月１日の前後で異動者の号給の調整を行うことがで

きる旨を規定するものでございます。 

  次に、第３条では、条例第１条の適用前に支給した給与は、改正後の条例の規定の給

与の内払いとみなす規定でございます。 

  次に、第４条では、２７年４月１日前後で異動者の号給の調整を行うことができる旨

の規定をするものでございます。 

  次に、第５条では、改正条例第２条の規定による給料月額の改正に伴う激変緩和措置

といたしまして、改正後の給料月額が現在受けている給料月額に達しないこととなる職

員につきましては、その差額を給料として支給する。いわゆる減給補償制度を定めるこ

との規定でございます。 

  次に、第６条では、条例の施行に関し必要な事項を定める規則への委任を規定するも

のでございます。 
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  以上、簡単でございますが、議案第１１６号の説明といたします。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    これから質疑を行います。 

  ３番、田代哲郎君。 

（３番 田代哲郎君 登壇） 

○３番（田代哲郎君）    まず１１ページの紀美野町議会議員報酬及び費用弁償等条

例の一部を改正する条例について質疑いたします。条例案について質疑いたします。 

  今回の人事院勧告というのは職員の勤勉手当に対して勧告されたものですが、議員報

酬には勤勉手当はございません。期末手当のみですが、それの本来職員の給与に対して

勧告されたものを議員の期末手当に適用するということの提案に至った経緯について、

御説明願います。 

  それから１７ページ、紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例についての質疑を

いたします。 

  この紀美野町の職員の給与水準というのは非常に県下でも低いほうだというふうにう

かがっていますが、現在のラスパイレス指数で国家公務員に対しての比率はどの程度な

のか、把握されてる範囲で結構です。お願いします。以上です。 

（３番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    田代議員の御質疑にお答えを申し上げたいと思います。 

  確かに田代議員おっしゃるように、特別職または議会議員におきましては勤勉手当と

いうのはございません。期末手当となっております。おっしゃるとおりでございます。

過去の経緯でございますが、過去の経緯におきましても平成２１年、平成２２年度にも

人事院勧告がマイナス勧告がございまして、２年連続マイナス勧告でございました。こ

のときにつきましても特別職また議会議員については値下げをさせていただいていると

ころでございます。今回の人事院勧告というのは、確かに勤勉手当の勧告でございます。

期末手当の勧告ではございませんけれども、先ほど申し上げましたように町議会議員、

また特別職につきましてはそれぞれ県・国においてもこのような扱いをしているという

ことでございます。勤勉手当・期末手当に分かれておりますけれども、実質的にはボー

ナスという考え方でございますので、過去の経緯を見てみましても、先ほど申しました
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下げるときにおきましても勤勉手当の話であったんですが、勤勉手当がございませんの

で期末手当ということで考えたものでございます。ちょっと答弁になってるかどうかわ

かりません。 

  それから問い合わせのラスパイレス指数でございますけども、平成２６年度におきま

しては８９.９％となってございます。以上でございます。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ３番、田代哲郎君。 

○３番（田代哲郎君）    過去に議員の報酬のうち期末手当について職員のマイナス

勧告に伴って引き下げた経緯があるのでということでございます。そういう立場で、県

下の、県下ので結構です、市町村で全てがそういう考え方で、議員報酬の中の期末手当

も引き上げているのか実施しているのかどうか、その点について把握されておる範囲で

結構ですので、御答弁願います。 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

○総務課長（牛居秀行君）    田代議員の再質疑にお答えいたします。 

  確かに県下全部そろっているわけではございません。先ほど申し上げましたように、

町議会議員の期末手当につきましては勧告に準じるという形で扱わせていただいておる

ところでございます。近隣の状況を私ども知り得る範囲で申し上げますと、海南市、紀

の川市、岩出市におかれましても、私どもと同じ０.１５カ月分の増ということになっ

てございます。未実施につきましては、かつらぎ町、九度山町、高野町、有田川町とあ

ります。それと太地町なんかはもともとこういう期末手当制度というのはないようでご

ざいますので、そういうのは実施する以前の問題ということになっているようにありま

す。 

  ほかの町村も私どもと同じような考え方かということを聞かれますと、そこまでちょ

っとわからないんですが、私どもといたしましては、先ほど御説明を申し上げましたよ

うに、過去におきましても職員の人勧がある場合には特別職そして議会議員の方々の期

末手当についても上がるときも同じ下がるときも同じということで、三位一体という言

葉が適切かどうかわかりませんけれども、連動してやっているという経緯がございます

ので、今回もこういった形で上程させていただいている状況でございます。以上でござ

います。 

○議長（小椋孝一君）    ３番、田代哲郎君。 
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○３番（田代哲郎君）    例えば近隣ではかつらぎ町、それから高野町もそうだと思

うんですが、それと有田川町、紀美野町と接している近隣の３つの町が実施を見送って

いるわけです。その考え方というのがやっぱりそこでも過去の経緯として職員のマイナ

ス勧告の場合は議員報酬も引き下げてきた経緯があるのかどうか、その点について把握

されていたらで結構です。お願いします。 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

○総務課長（牛居秀行君）    再々質疑のお答えを申し上げます。 

  ちょっと私の説明が悪かったのかどうかわかりませんけれども、先ほど申し上げまし

たように、これは平成１９年度から７年ぶりの上げということになります。議員も御記

憶に新しいと思いますが、平成２１年、平成２２年におきましては連続してマイナス勧

告がございました。そのときに紀美野町の議会議員の皆様につきましても、我々に準じ

ていただいたというか準じる形で下げさせていただいております。だから今回につきま

しては、下げるときはもちろん準じて下げさせていただいて、上がるときもやはりそれ

に準じて上げさせていただいたということでございます。御理解願いたいと思います。 

  済みません、ちょっと私の勘違いでございました。他の近隣町村においてどういうふ

うな感覚でそういうふうなことを行っているのかということにつきましては、ちょっと

把握してございません。先ほど申し上げましたように太地町なんかはないわけでありま

す。何でないのかと聞かれてもそれはわかりませんので、ちょっとそのあたりまでは把

握してございません。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第１１３号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

  １３番、美濃良和君。 

（１３番 美濃良和君 登壇） 

○１３番（美濃良和君）    それでは、反対の立場から討論を行いたいと思います。 

  今、町の財政はだんだんと厳しくなってきている状況にあると思います。また、地域

の状況を見てみましても、消費税の８％への増税と、そういうことの中からあっちこっ

ちで景気が悪い、本当にいろんなところで怨嗟の声が上がっております。そういうふう



－２６－ 

な状況の中で、この議員の報酬なんですけれども、報酬なんですよね、給料じゃなくっ

て。そういう立場で恐らく太地町も期末手当というものがないのではないかというふう

に思いますけれども、我々議員は区長さんらと同じように、この報酬であるということ。

また、さきに紀美野町議会においても財政的な理由から議員の定数を削減したと、そう

いうことを行っております。これらは要するに町の財政を心配して、我々議会もそうい

うような方向をとったわけであります。そういうふうなことで、我々はあえてここでも

って議員の報酬、期末手当でございますけれども、引き上げということについてはやは

り考えなければならないというふうに思います。町の町民の皆さん方とともにいろんな

問題に向かっていかなきゃならないこの時期において、議会の報酬の引き上げ、ここに

ついて私は反対いたします。 

（１３番 美濃良和君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第１１３号を採決します。 

  この採決は、起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（起立多数） 

○議長（小椋孝一君）    起立多数です。 

  したがって、議案第１１３号は原案のとおり可決されました。 

  これから議案第１１４号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第１１４号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１１４号は原案のとおり可決されました。 

  これから議案第１１５号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第１１５号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１１５号は原案のとおり可決されました。 

  これから議案第１１６号に対し、討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第１１６号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１１６号は原案のとおり可決されました。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時３７分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 
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○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５５分） 

◎日程第９ 議案第１１７号 紀美野町税条例の一部を改正する条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第９、議案第１１７号、紀美野町税条例の一部を改正

する条例について、議題とします。 

  説明を願います。税務課長、西岡君。 

（税務課長 西岡秀育君 登壇） 

○税務課長（西岡秀育君）    議案書の３７ページをお開きください。 

  議案第１１７号、紀美野町税条例の一部を改正する条例についてでございます。 

  紀美野町税条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の規

定により議会の議決を求める。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  固定資産税に係る前納報奨金を廃止するため、紀美野町税条例の改正を行うものであ

る。 

  この前納報奨金制度は、戦後の混乱した社会情勢と納税意識の向上を考慮し、昭和２

５年シャープ勧告に基づいて創設されたものと聞いております。以後、社会情勢が大き

く変化してまいりまして、金融機関の窓口納付、口座振替制度の普及などにより当初の

政策目的は達成されていること、また本制度は、前納したくても一括納付をする納税資

金に余裕にない方が制度を利用しづらく、恩恵が及びにくいとのお声もいただいており

ます。県下３０市町村のうち２５市町村が平成２８年度までに廃止、または廃止予定と

聞いてございます。こうしたことから固定資産税の前納報奨金制度を廃止するものでご

ざいます。 

  次、３８ページをお開きください。 

  紀美野町税条例の一部を改正する条例でございます。 

  紀美野町税条例の一部を次のように改正する。 

  第７０条第２項を削る。 

   附 則。 

  この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

  固定資産税の納税義務者の約２５％が町外の納税義務者の方で、町広報では十分な周
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知ができないため、原案のとおり御可決いただきましたら、平成２７年度固定資産税納

税通知書発送時に周知をしようと考えております。以上、簡単ではございますが、説明

とさせていただきます。 

（税務課長 西岡秀育君 降壇） 

◎日程第１０ 議案第１１８号 紀美野町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい 

               て 

○議長（小椋孝一君）    日程第１０、議案第１１８号、紀美野町国民健康保険条例

の一部を改正する条例について、議題とします。 

  説明を願います。住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、議案書３９ページをごらんいただきたいと

思います。 

  議案第１１８号、紀美野町国民健康保険条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町国民健康保険条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求める。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案の理由でございます。 

  健康保険法施行令の一部改正に伴い、紀美野町国民健康保険条例の改正を行うもので

ございます。 

  次のページ、議案書４０ページ、そしてまた新旧対照表の４９ページをごらんいただ

きたいと思います。 

  紀美野町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「３９万円」を「４０万４千円」に改め、同項ただし書中「３万円」

を「１万６千円」に改める。 

  附則といたしまして、施行期日、１、この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

  経過措置といたしまして、２、この条例の施行日前に出産した被保険者に係る紀美野

町国民健康保険条例第７条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例

とする。 

  条例の改正の詳細について御説明を申し上げます。この紀美野町国民健康保険条例の
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一部の改正につきましては、国のほうの産科医療補償制度の見直しとあわせまして健康

保険法施行令におきまして出産育児一時金の見直しがされたことに伴いまして、町の条

例を改正するものでございます。なお、産科医療補償制度の今回の見直しにつきまして

は、保険料水準が３万から１万６,０００円に下方修正されたことに伴い、健康保険法

施行令の第３６条に規定されている保険者が定める加算額については１万６,０００円

を基準とすることとなりました。また、出産育児一時金の見直しにつきましては、社会

保障審議会医療保険部会において出産育児一時金の総額を４２万円に維持するという方

針がことしの７月７日に決定されているところから、保険の水準の引き下げ額１万４,

０００円を一時金額に上乗せし、３９万円から４０万４,０００円に引き上げるという

改正を行ってございます。このため、これに準じ、紀美野町国民健康保険条例の第７条

中の出産育児一時金の金額を３９万円から４０万４,０００円に、また町長が健康保険

法施行令第３６条の規定を勘案し必要があると認める額を３万円から１万６,０００円

に改正を行うものでございます。以上、紀美野町国民健康保険条例の一部を改正する条

例の説明とさせていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第１１ 議案第１１９号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する 

               条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１１、議案第１１９号、紀美野町消防団員等公務災

害補償条例の一部を改正する条例について、議題とします。 

 説明を願います。消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは、議案書４１ページをお開きください。 

  議案第１１９号、紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につい

て。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治

法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  児童扶養手当法の改正に伴い、紀美野町消防団員等公務災害補償条例の改正を行うも

のである。 
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  議案書の４２ページ並びに新旧対照表の５０ページ、５１ページをごらんいただきた

いと思います。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例（平成１８年条例第１４７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  附則第５条第７項第１号中「第４条第２項第２号、第５号若しくは第１０号若しくは

第３項第２号」を「第１３条の２第１項第１号から第３号まで若しくは第２項第１号」

に改め、同項第２号中「第４条第２項第３号、第８号、第９号又は第１３号」を「第１

３条の２第１項第４号又は第２項第２号」に改める。 

   附 則。 

  この条例は、公布の日から施行する。 

  今回の改正でございますが、次代の社会を担う子供の健全な育成を図るための次世代

育成支援対策推進法等の一部を改正する法律が制定されました。児童扶養手当法が改正

されたことに伴い、本条例に引用している法律の条項に移動が生じたために、条文の整

備を行うものでございます。以上、説明といたします。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 

◎日程第１２ 議案第１２０号 和歌山県市町村総合事務組合規約の変更について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１２、議案第１２０号、和歌山県市町村総合事務組

合規約の変更について、議題とします。 

  説明を願います。総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    議案書の４３ページをごらんください。 

  議案第１２０号、和歌山県市町村総合事務組合規約の変更について。 

  和歌山県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更したいので、地方自治法第２８６

条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  規約第３条第１項第１号に関する事務を串本町古座川町衛生施設事務組合と共同処理

するため、和歌山県市町村総合事務組合規約の変更を行うものでございます。 

  次のページをごらんください。 
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  和歌山県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約でございます。お手元の新旧

対照表では５２ページから５３ページをごらんください。 

  和歌山県市町村総合事務組合規約の一部を次のように改正するものでございます。 

  別表第２第３条第１項第１号に掲げる事務の項中「那智勝浦町太地町環境衛生施設一

部事務組合」の次に「串本町古座川町衛生施設事務組合」を加えるものでございます。 

  附則といたしまして、この規約は平成２７年４月１日から施行するとしております。

以上、簡単でございますが、議案第１２０号の説明といたします。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第１３ 議案第１２１号 指定管理者の指定について 

               （紀美野町セミナーハウス未来塾） 

○議長（小椋孝一君）    日程第１３、議案第１２１号、指定管理者の指定について

（紀美野町セミナーハウス未来塾）を議題とします。 

  説明を願います。生涯学習課長、岩田君。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 登壇） 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    ４５ページをお願いいたします。 

  議案第１２１号、指定管理者の指定について。 

  紀美野町セミナーハウス未来塾の指定管理者について、下記のとおり指定したいので、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １、指定管理者に管理を行わせる施設。所在地、紀美野町田２５番地、名称、紀美野

町セミナーハウス未来塾。 

  ２、指定管理者に指定する団体。所在地、紀美野町田２５番地、名称、げんき未来塾、

代表者、平井二嗣。 

  ３、指定管理する期間。平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日です。 

  指定管理につきましては平成２１年の４月から実施しております。年間の利用者につ

いては宿泊客で約２,０００人、日帰り客で約２００人という数字でおおよそ推移して

おります。町からの指定管理料３００万円余しを受けて収入・支出ほぼゼロというよう

な状態ではありますが、地元の声を含め人件を賄っているところでございます。以上、

簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 降壇） 



－３３－ 

◎日程第１４ 議案第１２２号 指定管理者の指定について 

               （紀美野町山の家おいし） 

○議長（小椋孝一君）    日程第１４、議案第１２２号、指定管理者の指定について

（紀美野町山の家おいし）を議題とします。 

  説明を願います。産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    議案書の４６ページをお願いいたします。 

  議案第１２２号、指定管理者の指定について。 

  紀美野町山の家おいしの指定管理者について、下記のとおり指定したいので、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １、指定管理者に管理を行わせる施設。所在地、紀美野町中田８９９番地２９、名称、

紀美野町山の家おいし。 

  ２、指定管理者に指定する団体。所在地、紀美野町野中２４５番地、名称、特定非営

利活動法人生石山の大草原保存会、代表者、西浦 史雄。 

  ３、指定する期間。平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日。 

  山の家おいし指定管理者につきましては、平成２１年４月より特定非営利活動法人生

石山の大草原保存会を指定管理者として運営委託を行っておりますが、平成２７年３月

末をもって３年間の契約期間が満了となるため、平成２７年４月以降３年間、指定管理

者に指定するものでございます。以上、説明といたします。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

◎日程第１５ 議案第１２３号 平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第６号）につ

いて 

○議長（小椋孝一君）    日程第１５、議案第１２３号、平成２６年度紀美野町一般

会計補正予算（第６号）について、議題とします。 

  説明を願います。総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    議案書の４８ページをお開きください。 

  議案第１２３号、平成２６年度紀美野町一般会計補正予算（第６号）。 

  平成２６年度紀美野町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 
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  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２,９９５万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６億８,５０７万８,０００円とする。 

   ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （債務負担行為の補正） 

  第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ５６ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  １２款分担金及び負担金、１項、１目農林水産業費分担金で１３万２,０００円の減

額補正でございます。これにつきましては、農業生産基盤保全管理等推進整備事業費の

額の確定に伴います受益者分担金の額の減額による補正でございます。 

  次に２目土木費分担金で１０６万５,０００円の増額補正でございます。これにつき

ましては、４カ所の災害緊急崖崩れ対策事業の受益者分担金でございます。 

  次に１４款国庫支出金、１項、１目民生費国庫負担金で５１万９,０００円の増額補

正でございます。前年度の児童手当の額の確定に伴います増額補正でございます。 

  次に１４款国庫支出金、２項、１目総務費国庫補助金で３８万８,０００円の減額補

正でございます。これにつきましては、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の

額の確定によります減額補正でございます。 

  次に、４目農林水産業費国庫補助金で１４５万５,０００円の減額補正でございます。

これにつきましては、農業生産基盤保全管理等推進整備事業費の減額によるものでござ

います。 

  次に、５目土木費国庫補助金で５,５１３万３,０００円の減額補正でございます。こ

れにつきましては、平中通り２号線道路改良工事及び橋梁修繕に係る事業費の減額によ

るものでございます。 

  次に、１５款県支出金、２項、３目衛生費県補助金で２万５,０００円の増額補正で

ございます。これにつきましては、１２名の健康推進員の活動助成事業等補助金でござ
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います。 

  次に、４目農林水産業費県補助金で３５１万８,０００円の増額補正でございます。

これにつきましては、長谷毛原寄り合い会に対します過疎集落再生・活性化支援事業の

補助金でございます。 

  次に、７目教育費県補助金で１９万７,０００円の増額補正でございます。これは野

上小学校の６年生が日高川町で行います森林体験に係る補助金でございます。 

  次のページをお願いいたします。５７ページでございます。 

  １８款繰入金、１項、１目財政調整繰入金で１億６,６３５万８,０００円の増額補正

でございます。この増額補正につきましては、今回の各補正に対する財源の一部とする

ものでございます。 

  次に、２目地上デジタル放送中継施設基金繰入金で２００万円の増額補正でございま

す。これにつきましては、ギャップフィラーシステムの修繕料の財源とするものでござ

います。 

  次に、１０目瀬藤基金繰入金で７５万円の増額補正でございます。これにつきまして

は、長谷毛原中学校の施設備品購入の財源とするものでございます。 

  次に、２０款諸収入、４項、１目雑入で２０２万６,０００円の増額補正でございま

す。これにつきましては、紀の海広域施設組合の前年度負担金に対します清算金でござ

います。 

  次に、２１款町債、１項、１目総務債で６０万円の増額補正でございます。これにつ

きましては、長谷毛原集落センターの修繕に係る設計委託料に充てるものでございます。 

  次に、４目農林水産業債で１１０万円の減額補正でございます。これにつきましては、

農業体質強化基盤整備促進事業費の減額に伴います合併特例債の減額でございます。 

  次に、６目土木債で８４０万円の減額補正でございます。これにつきましては、道路

橋梁新設改良費の減額に伴う過疎対策事業債の減額でございます。 

  次に、８目教育債で１,９５０万円の増額でございます。内訳といたしましては、１

節過疎対策事業債で１,６３０万円の増額、これにつきましては、国体推進費に対しま

す過疎債のソフト事業分の枠の拡充によるものでございます。また、２節一般単独債で

３２０万円の増額でございます。これにつきましては、スクールバスの購入費用に合併

特例債を充当するものでございます。 

  次のページでございます。５８ページです。 
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  歳出でございます。 

  １款議会費、１項、１目議会費で７４万２,０００円の増額補正でございます。これ

につきましては、人勧による人件費の増額補正でございます。 

  次に、２款総務費、１項、１目一般管理費で１４６万１,０００円の増額補正でござ

います。内訳といたしましては、１１節需用費で印刷製本費として２０万円、庁舎の暖

房用ボイラー及びネットフェンスの修繕料として９９万５,０００円、合わせまして１

１９万５,０００円の増額と１８節備品購入費で職員の椅子３０脚分の購入費用として

２６万６,０００円の計上となってございます。 

  次に、４目財産管理費で４万６,０００円の増額補正でございます。これにつきまし

ては、本郷集会所の雑草等刈り取り委託料でございます。 

  次に、５目企画費で３２５万３,０００円の増額補正でございます。これにつきまし

ては、２節、３節、４節の増額につきましては、時間外勤務手当を除きまして人勧によ

る人件費の増額補正となってございます。また、１１節需用費では燃料費７万円とギャ

ップフィラーシステムの修繕料２００万円、合わせまして２０７万円の増額計上となっ

てございます。 

  次のページでございます。５９ページです。 

  ２款総務費、１項、６目電子計算費で１１１万９,０００円の増額補正でございます。

これにつきましては、２節、３節、４節の人件費関係につきましては、人勧による増額

補正でございます。１９節負担金補助及び交付金では、税番号制度に係ります中間サー

バーの利用に係る負担金といたしまして９８万１,０００円の増額となってございます。 

  次に、７目支所及び出張所費では４１万６,０００円の増額補正でございます。２節、

３節、４節の人件費関係につきましては、人勧によります増額でございます。１１節需

用費では、支所の非常用発電機の修繕料といたしまして３０万円を計上しております。 

  次に、９目自治振興費で７９万１,０００円の増額補正でございます。これにつきま

しては、１１節需用費で動木集会所に掲示板を移設するための修繕料といたしまして１

４万１,０００円、１３節委託料で長谷毛原集落センター改修工事設計業務委託料６５

万円の計上となっております。 

  次に、１０目交通安全対策費で３０万円の増額補正でございます。これにつきまして

は、防犯灯１０基分の修理・補修費でございます。 

  次に、１２目防災諸費で１０７万円の増額補正でございます。これにつきましては、
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１節報酬で防災会議委員の報酬費として２７万円、３節職員手当等で時間外勤務手当と

して７０万円、次のページ上段でございます１１節需用費で防災行政無線の電気料とし

て１０万円の増額計上となってございます。 

  次に、２款総務費、２項、１目税務総務費で２７万円の増額補正でございます。これ

につきましては、人勧による人件費の増額によるものでございます。 

  次に、２款総務費、３項、１目戸籍住民基本台帳費で４７万１,０００円の増額補正

でございます。これにつきましても人事院勧告によります人件費の増額補正でございま

す。 

  次に、３款民生費、１項、１目社会福祉総務費で９８万２,０００円の増額補正でご

ざいます。これにつきましても時間外勤務手当を除きまして人勧に伴います人件費の増

額補正でございます。 

  次の６１ページでございます。 

  ２目国民年金事務費で９万２,０００円の増額補正でございます。これにつきまして

も人勧によります人件費の増額補正となってございます。 

  次に、３目老人福祉費で３５万７,０００円の増額補正でございます。これにつきま

しては、２節、３節、４節の増額については人勧による人件費の増額でございます。ま

た、１１節需用費では長寿プラン２０１５の冊子の印刷製本費といたしまして１５万６,

０００円の計上となっております。 

  次に、４目障害者福祉費で２３０万７,０００円の増額補正でございます。内訳とい

たしましては、３節職員手当等で時間外勤務手当として６０万円の増額、２３節償還金、

利子及び割引料で障害者自立支援給付費及び育成医療・更生医療の国庫及び県費負担金

の過年度返還金といたしまして１７０万７,０００円の計上となってございます。 

  次に、９目総合福祉センター管理運営費で８０万円の増額補正でございます。これに

つきましては、電気料の増額でございます。 

  次のページでございます。６２ページです。 

  ３款民生費、１項、１２目介護保険事業費で３７６万７,０００円の増額補正でござ

います。介護保険事業特別会計への繰出金の補正でございます。 

  次に、１３目後期高齢者医療費で１８１万１,０００円の減額補正でございます。こ

れにつきましては、後期高齢者医療特別会計への繰出金の減額補正となってございます。 

  次に、３款民生費、２項、１目児童福祉総務費で５７万４,０００円の増額補正でご
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ざいます。これにつきましては、３節職員手当の時間外勤務手当を除きまして人勧によ

ります人件費の増額となってございます。 

  次に、２目青少年対策費で９万４,０００円の増額補正でございます。これにつきま

しても、人事院勧告による人件費の増額補正となっております。 

  次に、４目保育所費で２０３万９,０００円の増額補正でございます。２節、３節、

次のページの上段、４節共済費の増額につきましては、人勧による人件費の増額による

ものでございます。また１１節需用費で紀美野こども園用に第１保育所の看板を修繕す

るための費用といたしまして１５万２,０００円、１５節工事請負費で神野保育所の園

庭整備工事費として８５万円を計上してございます。 

  次に、５目児童館運営費で１１万２,０００円の増額補正でございます。これにつき

ましては、吉野児童館の消防設備の修繕料でございます。 

  次に、７目児童手当費で５３万９,０００円の増額補正でございます。これにつきま

しては、過年度の児童手当交付金の額の確定に伴います返還金でございます。 

  次に、４款衛生費、１項、３目母子衛生費で１５万円の増額補正でございます。これ

につきましては、発達相談員の報償費でございます。 

  次に、４目環境衛生費で３９万６,０００円の増額補正でございます。美里簡易水道

事業特別会計への繰出金の増額補正でございます。 

  次に、５目成人保健対策費で２万５,０００円の増額補正でございます。これにつき

ましては、１１節需用費で健康推進員活動ＰＲ用資料の用紙代として２万４,０００円、

１２節役務費で健康推進員啓発活動参加者の傷害保険料として１,０００円の計上とな

っております。 

  次に、７目診療所費で３１５万１,０００円の減額補正でございます。これにつきま

しては、国民健康保険診療所事業特別会計への繰出金の減額によるものでございます。 

  次のページでございます。６４ページです。 

  ４款衛生費、２項、１目清掃総務費で１７４万２,０００円の増額補正でございます。

これにつきましては、紀の海広域施設組合負担金の増額によるものでございます。 

  次に、２目じんあい処理費で２０６万６,０００円の増額補正となっております。こ

れにつきましては、野上区域のじんあい処理場の整備工事の増額による補正でございま

す。 

  次に、５款農林水産業費、１項、１目農業委員会費で１３万１,０００円の増額補正
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でございます。これにつきましては、人勧によります人件費の増額補正となってござい

ます。 

  次に、２目農業総務費で５４万９,０００円の増額補正でございます。これにつきま

しても人勧による人件費の増額補正となってございます。 

  次に、４目農地総務費で３８万７,０００円の増額補正でございます。２節、３節、

次のページの４節、共済費の増額計上につきましては、時間外勤務手当を除きまして、

人勧による人件費の増額によるものでございます。次の２８節繰出金では、農業集落排

水事業特別会計への繰出金を２７万７,０００円減額補正しております。 

  次に、６目地籍調査事業費で３０２万９,０００円の減額補正でございます。内訳と

いたしましては、１節報酬で１４１万６,０００円の減額、２節給料で７万９,０００円

の増額、これにつきましては人勧によるものでございます。３節職員手当で２４万円の

増額、これにつきましても時間外勤務手当以外は人勧によります増額でございます。４

節共済費で９万円の増額、７節賃金で８万８,０００円の減額、９節旅費で９万９,００

０円の減額、１１節需用費で２９万４,０００円の増額、１２節役務費で１１万円の増

額、１３節委託料で４００万円の減額、１８節備品購入費で１７６万１,０００円の増

額となってございます。 

  次に、７目農業体質強化基盤整備促進事業費で２６４万６,０００円の減額補正でご

ざいます。内訳といたしましては、１３節委託料で２８万６,０００円の減額、１５節

工事費で２３６万円の減額補正でございます。 

  次のページでございます。６６ページをお願いします。 

  ５款農林水産業費、２項、１目林業総務費で４１万３,０００円の増額補正でござい

ます。２節給料、３節職員手当、４節共済費につきましては、３節の時間外勤務手当を

除きまして、人勧による人件費の増額によるものでございます。 

  次に、５款農林水産業費、４項、１目山村振興総務費で３５１万８,０００円の増額

補正でございます。これにつきましては、長谷毛原寄り合い会への補助金でございます。 

  次に、６款商工費、１項、１目商工振興費で４万８,０００円の増額補正でございま

す。これにつきましても人勧による人件費の増額となってございます。 

  次のページでございます。 

  ７款土木費、１項、１目土木総務費で３２７万２,０００円の増額補正でございます。

２節、３節、４節の増額につきましては、３節の時間外勤務手当を除きまして、人勧に
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よる増額でございます。１９節負担金、補助及び交付金では、災害緊急崖崩れ対策事業

の負担金として４カ所の工事に対する町の負担金２４５万円の計上となってございます。 

  次に、７款土木費、２項、１目道路橋梁維持費で２６万４,０００円の増額補正でご

ざいます。これにつきましては、トンネルの電気料金の増額による補正でございます。 

  次に、２目道路橋梁新設改良費で８,４８２万円の減額補正でございます。これにつ

きましては、社会資本整備総合交付金事業費の減額に伴います減額補正となってござい

ます。１３節委託料で５４万５,０００円の減額、１５節工事請負費で７,４２７万５,

０００円の減額、２２節補償、補填及び賠償金で１,０００万円の減額計上と、それぞ

れなってございます。 

  次のページでございます。６８ページをお願いします。 

  ７款土木費、３項、１目住宅管理費で９９万５,０００円の増額補正でございます。

これにつきましては、２節、３節、４節の増額補正につきましては、人勧に伴うもので

ございます。１１節需用費につきましては、町営住宅の修繕料として９０万円の増額計

上をさせていただいております。 

  次に、７款、５項、１目建設残土処理費で１０万３,０００円の増額補正でございま

す。これにつきましても人勧による人件費の増額補正となってございます。 

  次に、８款消防費、１項、１目常備消防費で１９９万円の増額補正でございます。こ

れにつきましても人勧によります人件費の増額補正でございます。 

  次のページでございます。６９ページです。 

  ９款教育費、１項、２目事務局費で７８万９,０００円の増額補正でございます。２

節給料、３節職員手当、４節共済費の増額につきましては、人勧によるものでございま

す。８節報償費で、委員の報償費として１６万２,０００円の計上となっております。 

  次に、３目教育諸費で８２７万３,０００円の増額補正でございます。内訳といたし

まして、８節報償費で６４万８,０００円、１２節役務費で２,０００円、１３節委託料

で１１万７,０００円、１４節使用料及び賃借料で１２万１,０００円、１７節公有財産

購入費で、旧志賀野小学校用地の一部の土地購入費といたしまして３９２万８,０００

円、１８節備品購入費で３４５万７,０００円、それぞれ増額補正となってございます。 

  次のページでございます。７０ページです。 

  ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費で２５３万５,０００円の増額補正でご

ざいます。これにつきましては、２節、３節、４節の増額につきましては人勧によるも
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のでございます。７節賃金で７６万８,０００円の増額、１５節工事請負費で１０１万

５,０００円の増額、１８節備品購入費で給食用の備品といたしまして検食保存用冷凍

庫の購入費として１０万８,０００円の増額計上となってございます。 

  次に、９款教育費、３項中学校費、１目学校管理費で３４万８,０００円の増額補正

でございます。これにつきましては、電気料の増額でございます。 

  次に、２目教育振興費で７５万円の増額補正でございます。これにつきましては、１

８節備品購入費で長谷毛原中学校の施設用備品といたしまして、ソフトテニスマシンの

購入費７５万円の計上でございます。 

  次に、９款、４項、１目社会教育総務費で４４万円の増額補正でございます。これに

つきましては、２節、３節、次のページ、４節共済費の増額につきましては人勧による

人件費の増額となってございます。 

  次に、４目人権教育費で９万５,０００円の増額補正でございます。これにつきまし

ても人勧によります人件費の増額によるものでございます。 

  次に、７目みさと天文台管理運営費で２９万３,０００円の増額補正でございます。

これにつきましても人勧によります人件費の増額補正でございます。 

  次に、９目文化センター管理運営費で３５万４,０００円の増額補正でございます。

これにつきましては、文化センターの消防設備及び自家発電設備の修繕料でございます。 

  次に、１０目真国区民センター管理運営費で９万円の増額補正でございます。電気料

金の増額補正となっております。 

  次に、９款教育費、５項、１目保健体育総務費で１７万円の増額補正でございます。

これにつきましては、２節給料、次のページ、３節職員手当等、４節共済費でそれぞれ

増額計上となっておりますが、これにつきましても人勧による人件費の増額補正となっ

てございます。 

  次に、２目体育施設管理運営費で３３万５,０００円の増額補正でございます。これ

につきましては、農村総合センターの高圧設備ＬＢＳ取りかえに伴います修繕料でござ

います。 

  次に、３目国体推進費で４５万５,０００円の増額補正でございます。これにつきま

しても人勧によります増額補正となってございます。 

  次に、１１款公債費、１項、１目元金で３億１,８８９万７,０００円の増額補正でご

ざいます。これにつきましては、長期債の繰り上げ償還による増額補正となってござい
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ます。 

  次に、１２款諸支出金、１項、１目財政調整基金費で１億４,６０６万８,０００円の

減額補正でございます。以上、簡単でございますが、歳出の説明とさせていただきます。 

  次に予算書の５２ページに戻っていただきたいと思います。 

  第２表 債務負担行為補正でございます。 

  追加事項といたしまして、紀美野町山の家おいし指定管理委託料でございます。平成

２７年度、２８年度、２９年度分として、それぞれ２４６万９,０００円の限度額とし

ております。その下の紀美野町セミナーハウス未来塾指定管理委託料でございますが、

これにつきましても平成２７年度、２８年度、２９年度分として、それぞれ３０８万６,

０００円の限度額といたしております。 

  次のページをお開きください。５３ページでございます。 

  第３表 地方債補正でございます。 

  まず、一般単独債では限度額を２７０万円増額の２億２,７１０万円に過疎対策事業

債では限度額を７９０万円増額の２億３,８１０万円にそれぞれ変更するものでござい

ます。 

  なお、補正後の起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前に同じでござ

います。 

  以上、まことに簡単ではございますが、議案第１２３号、平成２６年度一般会計補正

予算（第６号）の説明とさせていただきます。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第１６ 議案第１２４号 平成２６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計（第３ 

               号）について 

◎日程第１７ 議案第１２５号 平成２６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計 

               補正予算（第１号）について 

◎日程第１８ 議案第１２６号 平成２６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第１号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１６、議案第１２４号、平成２６年度紀美野町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について、日程第１７、議案第１２５号、平

成２６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号）について及び

日程第１８、議案第１２６号、平成２６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算
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（第１号）について、一括議題とします。 

  説明を願います。住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、まず国民健康保険事業の特別会計から御説

明させていただきたいと思います。 

  議案書の７４ページをごらんいただきたいと思います。 

  平成２６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）。 

  平成２６年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４３０万９,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億５,０４６万３,０００円とする。 

   ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  議案書の７９ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入でございます。 

  ３款、１項、１目療養給付費等負担金で３,９６２万７,０００円の増額補正でござい

ます。当負担金の積算基礎となる給付費総額などの確定に伴い、額が決定したことによ

ります補正となってございます。 

  ３款、２項、１目財政調整交付金で２,３００万円の増額補正でございます。１節の

普通調整交付金の確定に伴います補正でございます。 

  次、４款、１項、１目療養給付費等交付金２４０万円の増額補正でございます。当交

付金の積算基礎となる平成２５年度退職者医療療養給付費等が確定したことに伴います

補正となってございます。 

  次、６款、２項、１目県補助金で５２７万円の増額補正でございます。２節で県調整

交付金におきまして、１号交付金の積算基礎となる平成２４年度及び平成２５年度の医

療費等の確定に伴います増額５２４万円と、３節保健推進事業補助金において特定健康

診査で実施する腎機能検査について県の補助金３万円の補助を受けるということで増額

補正となっているものでございます。 
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  次、１０款、１項、２目財政調整基金繰入金で３,４０１万２,０００円の増額補正で

ございます。今回補正による歳入歳出の額の調整のための補正でございます。 

  議案書の８０ページをごらんいただきたいと思います。 

  次は歳出でございます。 

  ２款、１項、１目療養給付費８,８８８万６,０００円の増額補正でございます。本年

度の前半期の実績により推計される額が８億９,６８８万６,０００円となることに伴う

補正となってございます。 

  次、２款、１項、２目療養費、２項、１目療養給付費及び２項、２目療養費につきま

しては、歳入での国費・県費等の補正に伴います財源更正でございます。 

  次、４項、１目一般被保険者高額療養費１,１２９万４,０００円の増額でございます。

本年度前半期の実績より推計される額が１億２,８２９万４,０００円となることに伴い

ます補正でございます。 

  次、２目退職被保険者高額療養費４０４万８,０００円の増額補正でございます。こ

れにつきましても本年度の前半期の実績より推計される額に補正を行うものでございま

す。 

  次、３目一般被保険者高額介護合算療養費、それと４目退職被保険者等高額介護合算

療養費につきましては、歳入の補正に伴います財源更正となってございます。 

  次、議案書の８１ページをごらんいただきたいと思います。 

  ３款、１項、１目後期高齢者支援金、それと６款、１項、１目の介護納付金、さらに

８款、１項、１目の特定健康診査等事業費につきましても、歳入の補正に伴う財源更正

でございます。 

  次、９款、１項、２目償還金で７万円の増額補正となってございます。平成２５年度

の後期高齢者医療制度円滑運営事業費の補助金が確定いたしましたが、昨年度収入済み

の額が確定額よりも７万円多かったということで、その差額を返還するものでございま

す。 

  次、議案書８２ページをごらんください。 

  ９款、３項、１目財政調整基金の積立金で１万１,０００円の増額補正でございます。

これにつきましては、基金利息分の積み立てとなってございます。 

  以上、２６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）の説明とさせ

ていただきます。 
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  次、議案書の８４ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第１２５号、平成２６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算

（第１号）。 

  平成２６年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６８万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,８３７万４,０００円とする。 

   ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ８９ページをごらんください。 

  歳入でございます。 

  まず３款、１項、１目一般会計繰入金で３１５万１,０００円の減額補正でございま

す。平成２５年度繰越金の確定に伴いまして３８３万４,０００円の減額、それと今回

の職員給与の条例の改正に伴いまして、職員給与費繰入金６８万３,０００円の増額の

補正に伴います補正となってございます。 

  次、４款、１項、１目繰越金で３８３万４,０００円の増額補正でございます。先ほ

ども説明しました平成２５年度の繰越金の確定に伴います補正となってございます。 

  次、９０ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項、１目一般管理費で６８万３,０００円の増額補正でございます。

今回の職員給与条例の一部改正に伴います職員の給与等の補正となってございます。２

節給料で２,０００円、３節職員手当で６０万９,０００円、４節共済費で７万２,００

０円、それぞれ増額となっているものでございます。 

  以上、２６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号）の説明

とさせていただきます。 

  続きまして、次の９２ページをよろしくお願いします。 

  議案第１２６号、平成２６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。 

  平成２６年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定める
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ところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６万６,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４,６９６万４,０００円とする。 

   ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  予算書の９７ページを見ていただきたいと思います。 

  ３款、１項、１目一般会計繰入金で１８１万１,０００円の減額補正でございます。

平成２５年度の繰越金の確定に伴います１８７万７,０００円の減額、それと職員の人

事異動、今回の職員の給与条例の一部改正に伴います職員給与費繰入金６万６,０００

円の増額、この合算額１８１万１,０００円が減額補正となるものでございます。 

  次、４款、１項、１目繰入金１８７万７,０００円の増額補正でございます。平成２

５年度繰越金の確定に伴います補正でございます。 

  議案書の９８ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳出でございます。１款、１項、１目一般管理費６万６,０００円の増額補正でござ

います。先ほども説明しました職員の給与条例の改正に伴う補正となってございます。

２節給料において３万９,０００円の減額、３節職員手当等で７万４,０００円の増額、

４節共済費で３万１,０００円の増額の補正となっております。 

  以上、平成２６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の説明とさ

せていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時５４分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。。 

（午後 １時３０分） 

◎日程第１９ 議案第１２７号 平成２６年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算 
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               （第２号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１９、議案第１２７号、平成２６年度紀美野町介護

保険事業特別会計補正予算（第２号）について、議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、１００ページをお開きいただきたいと

思います。 

  議案第１２７号、平成２６年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）。 

  平成２６年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,５８６万８,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億２,６９６万６,０００円とする。 

   ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  続きまして、１０３ページをお開きください。 

  第２表 地方債の変更でございます。 

  財政安定化基金貸付金、限度額９７３万３,０００円、記載の方法、普通貸借、利率、

無利子、償還の方法、和歌山県介護保険財政安定化基金の貸付条件による。ただし、町

財政の都合により償還期限を短縮し、または繰り上げ償還することができる。補正後、

限度額１,５８８万４,０００円、記載の方法、補正前に同じ、利率、補正前に同じ、償

還の方法も補正前に同じでございます。 

  去る９月議会で２５年度の繰越金が予想より多かったため借入金減額を認めていただ

いたところでございますが、給付費の増額が予想より多くなったため、６１５万１,０

００円の増額をお願いするところでございます。 

  続きまして、１０６ページをお開きください。 

  歳入、３款国庫支出金、１項、１目介護給付費負担金、補正額４７７万３,０００円、
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１節現年度分、各サービス増による国庫負担分４７７万３,０００円でございます。 

  続きまして、３款国庫支出金、２項、１目調整交付金、補正額マイナス２５７万１,

０００円の減額でございます。１節現年度分、調整交付金の割合が当初１０.０３６４

２％から９.７０３％になったためでございます。理由は、全国的に高齢者が多くなっ

たのが理由でございます。 

  ２目地域支援事業交付金２万９,０００円、人件費増に伴う国庫負担分でございます。 

  ３目地域支援事業交付金２万３,０００円、１節現年度分、人件費増に伴う国庫負担

分２万３,０００円でございます。 

  続きまして、４款支払基金交付金、１項、１目介護給付費交付金７２７万６,０００

円、１節現年度分、各サービス増による２号保険料７２７万６,０００円でございます。 

  ２目地域支援事業交付金、補正額３万３,０００円、１節現年度分、各サービス増に

よる２号保険料３万３,０００円でございます。 

  続きまして、５款県支出金、１項、１目介護給付費負担金３３８万２,０００円、こ

れも同じく各サービス増による県負担分３３８万２,０００円でございます。 

  続いて１０７ページをお開きください。 

  ５款県支出金、２項、１目地域支援事業交付金、補正額１万４,０００円、１節現年

度分、人件費増に伴う県負担分１万４,０００円でございます。 

  ２目地域支援事業交付金、補正額１万１,０００円、１節現年度分、これも同じく人

件費増に伴う県負担分でございます。 

  続いて、６款繰入金、１項、１目介護給付費繰入金、補正額３１３万８,０００円、

１節現年度分、これにつきましては各サービス増による町負担分３１３万８,０００円

でございます。 

  続いて、２目地域支援事業繰入金１万４,０００円、１節現年度分、これにつきまし

ては人件費増に伴う町負担分１万４,０００円でございます。 

  ３目地域支援事業繰入金１万１,０００円、１節現年度分、これにつきましても人件

費増に伴う町負担分１万１,０００円でございます。 

  ４目事務費繰入金６０万４,０００円、１節事務費繰入金、これにつきましては超過

勤務手当に伴う６０万４,０００円でございます。 

  続きまして、６款繰入金、２項、１目介護給付費準備基金繰入金２９８万円でござい

ます。１節介護給付費準備基金繰入金、これにつきましては平成２４年度で８９４万７,
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８３７円が県より第５期介護保険料の上昇を抑制するために交付金を受けた分で、３年

間で割っての繰り入れ分でございます。２５年度は繰り越しがあったがために繰り入れ

しなかった分でございます。 

  続きまして、１０８ページでございます。 

  ９款町債、１項、１目財政安定化基金貸付金、補正額６１５万１,０００円、１節財

政安定化基金貸付金６１５万１,０００円でございます。 

  続きまして、１０９ページをお開きください。 

  歳出、３款総務費、１項、１目一般管理費、補正額４５万７,０００円、３節職員手

当、時間外勤務手当２名分で２８万円でございます。それから１１節需用費、印刷製本

費、制度改正に伴う周知用のパンフレット４０円掛ける４,０００部１６万円でござい

ます。１３節委託料、電算共同委託料１万７,０００円でございます。 

  続いて、１款総務費、３項、２目認定調査費１４万７,０００円の補正でございます。

１１節需用費、燃料費、これについては調査用の公用車の燃料費８万７,０００円、そ

れから修繕費ということで６万円でございます。 

  続いて、２款保険給付費、１項、１目居宅介護サービス給付費１,０７７万４,０００

円、１９節負担金、補助及び交付金、居宅介護サービス給付費１,０７７万４,０００円。

給付費の増に伴う支出でございます。 

  ２目地域密着型介護サービス給付費、補正額１,０１７万３,０００円、１９節負担金、

補助及び交付金、地域密着型介護サービス給付費、同じく給付費増に伴う補正で１,０

１７万３,０００円でございます。 

  ３目施設介護サービス給付費３７２万７,０００円、１９節負担金、補助及び交付金、

施設介護サービス給付費３７２万７,０００円。 

  ４目居宅介護福祉用具購入費、これにつきましては財政調整交付金の変更に伴う財源

変更でございます。 

  続きまして、１１０ページ、２款保険給付費、１項、５目居宅介護住宅改修費、それ

から６目居宅介護サービス計画給付費につきましては、財政調整交付金の率の変更に伴

う財源変更でございます。 

  続きまして、２款保険給付費、２項、１目介護予防サービス給付費、それから２目地

域密着型介護予防サービス給付費、３目介護予防福祉用具購入費、４目介護予防住宅改

修費、５目介護予防サービス計画給付費、以上につきましても財政調整交付金の率の変
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更に伴う財源調整でございます。 

  続きまして、１１１ページをお開きください。 

  ２款保険給付費、３項、１目審査支払手数料４１万９,０００円、１２節役務費、介

護給付費審査支払手数料、給付費等に伴う４１万９,０００円でございます。 

  続いて、２款保険給付費、４項、１目高額介護サービス費、これにつきましても財政

調整交付金の変更に伴う財源変更でございます。 

  続きまして、２款保険給付費、５項、１目高額医療合算介護サービス費、これにつき

ましても財政調整交付金の変更に伴う財源変更でございます。 

  次に、２款保険給付費、６項、１目特定入所者介護サービス等、これにつきましても

同じく調整交付金の変更に伴う財源変更でございます。 

  次に１１２ページをお願いします。 

  ３款地域支援事業費、１項、２目一次予防事業費１１万４,０００円、２節給料、一

般職の給料１万５,０００円、それから３節職員手当６万１,０００円、これにつきまし

ては人勧分の影響でございます。４節共済費３万８,０００円、これについても人勧に

伴う人件費等でございます。 

  続いて、３項地域支援事業費、２項、５目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

費５万７,０００円の補正でございます。これにつきましても人事勧告による人件費等

でございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明といたします。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

◎日程第２０ 議案第１２８号 平成２６年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別 

               会計補正予算（第１号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２０、議案第１２８号、平成２６年度紀美野町のか

みふれあい公園運営事業特別会計補正予算（第１号）について、議題とします。 

  説明を願います。産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    議案書の１１４ページをお願いいたします。 

  議案第１２８号、平成２６年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計補正予

算（第１号）。 

  平成２６年度紀美野町ののかみふれあい公園運営事業特別会計補正予算（第１号）は、
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次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６万７,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,４１２万円とする。 

   ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １１９ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款使用料及び手数料、１項、１目観光施設等使用料４３万４,０００円の増額補正

でございます。ふれあい公園の施設使用料でございます。 

  ４款繰越金、１項、１目繰越金１３万３,０００円の増額でございます。前年度繰越

金が確定いたしましたものでございます。 

  １２０ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  ２款諸支出金、１項、１目財政調整基金費５６万７,０００円の増額でございます。

２５節積立金、財政調整基金の積立金でございます。繰越金の２分の１を下回らない額

を積み立てるものでございます。以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

◎日程第２１ 議案第１２９号 平成２６年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予 

               算（第１号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２１、議案第１２９号、平成２６年度紀美野町農業

集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について、議題とします。 

  説明を願います。建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    議案書の１２２ページをお願いします。 

    議案第１２９号、平成２６年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）。 

  平成２６年度紀美野町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 
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  （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２,７０４万４,０００円とする。 

   ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １２６ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  ３款繰入金で、一般会計からの繰入金が２７万７,０００円減額をするものでござい

ます。これにつきましては、４款繰越金での前年度繰越金の確定による補正でございま

す。以上、簡単ですが説明といたします。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

◎日程第２２ 議案第１３０号 平成２６年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予 

               算（第１号）について 

◎日程第２３ 議案第１３１号 平成２６年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予 

               算（第２号）について 

◎日程第２４ 議案第１３２号 平成２６年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１ 

               号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２２、議案第１３０号、平成２６年度紀美野町野上

簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第２３、議案第１３１号、平

成２６年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について及び日程第

２４、議案第１３２号、平成２６年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて、一括議題とします。 

  説明を願います。水道課長、中村君。 

（水道課長 中村公彦君 登壇） 

○水道課長（中村公彦君）    １２８ページをお開きください。 

  議案第１３０号、平成２６年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）。 

  平成２６年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６３７万１,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５,４７８万２,０００円とする。 

   ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  続きまして、１３３ページをお開き願います。 

  歳入でございます。 

  ５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金６３７万１,０００円の増額補正につきまして

は、平成２５年度決算における繰越金の確定によるものでございます。 

  続きまして、次の１３４ページをお開き願います。 

  歳出でございます。 

  １款衛生費、１項簡易水道費、１目一般管理費、２節の給料、これにつきましては４

０万円の減額でございます。減額につきましては、４月の人事異動に伴う職員の給与差

額でございます。次に４節共済費、一般共済費９万円の減額につきましても４月の人事

異動に伴う差額に対する補正でございます。続きまして、１１節の需用費、光熱費でご

ざいます。これにつきましては１５０万円の前期の増額補正でございます。これにつき

ましては支払い額及び現在までの支払い額が当初より多くなってきたため、今回補正を

お願いするものでございます。夏場における消費電力の関係もございます。 

  次に、３款予備費、１項予備費、１目予備費の補正でございます。ただいま給料、職

員手当、共済費、電気料の職員手当等々の説明を申し上げましたが、これの１２５万１,

０００円の財源として２５年度の決算繰越金、先ほどの説明の６３７万１,０００円を

使わせていただきまして、差し引いた残りの５１２万円を予備費として今回補正計上さ

せていただくものでございます。以上、簡単でございますが、野上簡水の御説明とさせ

ていただきます。 

  引き続きまして、議案書の１３６ページをお開き願います。 

  議案第１３１号、平成２６年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）。 

  平成２６年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 
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 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９万６,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,６８３万円とする。 

   ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  補正内容について説明いたします。これにつきましては、人事院勧告に伴う給与改定

に伴うものと職員の給与の増額分でございます。給料・職員手当と共済費の変動による

増額分の補正をお願いするものでございます。 

  続きまして、１４１ページをお開き願います。 

  歳入でございますが、３項繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金３９万６,００

０円の計上です。補正後の金額は３,９６０万６,０００円となります。一般会計の繰入

金の計上は、６３ページの４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費、２８節繰出

金に出ております。 

  続きまして、１４２ページをお開き願います。 

  歳出でございます。 

  職員４名分の人事院勧告に伴う給与等の増額でございます。２節給料で５万８,００

０円、３節職員手当等で２５万５,０００円、４節共済費で８万３,０００円、計３９万

６,０００円の計上でございます。以上、簡単でございますが、御説明とさせていただ

きます。 

  引き続きまして、１４４ページをお開きください。 

  議案第１３２号、平成２６年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号）でござい

ます。 

  （総則） 

 第１条 平成２６年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  （収益的支出の補正） 

 第２条 平成２６年度紀美野町上水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に

定めた収益的支出の予算額を次のとおり補正する。 

  科目、水道事業費用、１項では営業費用となります。既決予定額１億１,２２２万円、

補正予定額はゼロでございます。それから営業費用につきましては９,９３４万４,００
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０円、これにつきましても補正予定額はゼロでございます。 

  次に、議会の議決を得なければ流用することのできない経費ということで、第３条に、

予算第７条に定めた経費の金額を次のように改めるということでございます。 

  科目、職員給与でございます。既決予定額２,８４０万２,０００円、補正予定額３６

万１,０００円、計２,８７６万３,０００円となります。 

                平成２６年１１月２８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １４５ページをお開きください。 

  平成２６年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号）実施計画でございます。こ

れにつきましては、実施計画と一番最後の１４７ページと関連してるものでございまし

て、説明させていただきます。 

  収益的収入及び支出。支出のみでございますが、水道事業費用、営業費用、これにつ

きましては原水及び浄水費ということで、修繕、動力、委託費の額の変更でございます。

それから２目配水及び給水費、これにつきましても給料、手当、法定福利、委託料の増

額、先ほどの１目も増額なんですけれども、それが４目では業務及び総係費、これは給

料、手当、法定福利、委託料なんですけれども、これにつきましては４２０万５,００

０円の減額でございます。先ほどの１目、２目で増額し、この４２０万５,０００円を

この財源として使用するということでございます。この計画に示す支出全体額の変動・

増減は、目内の配分変更したもので、既決予定額についての変動はありませんというこ

とでございます。 

  続きまして、１４６ページをお開きください。 

  平成２６年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号）予定キャッシュ・フロー計

算書でございます。 

  これにつきましては、今回の補正に対する業務活動費、人件費のキャッシュ、現金の

増減をフローで示すもので、予算第７条に定められた議会の議決を得なければできない

経費、人件費の補正予定額３６万１,０００円の増減のみを示すものでございます。 

  引き続きまして、１４７ページをお開きください。 

  平成２６年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第１号）実施計画明細書でございま

す。これにつきましては、先ほども説明いたしましたが、計画書のより詳細な支出に対

する節の説明を示したものでございまして、節項目ごとの補正額を示した表でございま

す。 
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  補正額のみを記載させていただいております。修繕費、動力費、委託料、これは原水

及び浄水費でございまして、動力費というのは電気料でございます。それから委託料と

いうのは水質検査項目の追加がありました。それから２目の配水及び給水費でございま

すが、これは４月の人事異動による変更ということでございまして、１節が給料、２節

には手当、３節には法定福利、共済納金ということになってございます。それから８節

の修繕費、それから１０節の動力費、これも電気料でございます。 

  それから４目業務及び総係費でございますが、これにつきましても１節給料、２節手

当、３節法定福利、これも４月の人事異動による変動でございまして、今回の人勧分も

含んでおります。 

  先ほどの既決予定額が４２０万５,０００円減額しておりますが、これを減額の中身

につきましては、水道ビジョンの作成費が確定され、あるいはその設計委託料も予算で

当初見積もっておりましたが、それの設計委託につきましても自力で設計できましたの

で、これのほうの財源を使わせていただいたということでございます。以上、簡単です

が説明とさせていただきます。 

（水道課長 中村公彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 散 会 

○議長（小椋孝一君）    本日はこれで散会します。 

（午後 ２時０８分） 


